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【表紙】 

 

【提出書類】 臨時報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 2026年６月29日 

【会社名】 株式会社熊谷組 

【英訳名】 Kumagai Gumi Co.,Ltd. 

【代表者の役職氏名】 取締役社長 上田 真 

【本店の所在の場所】 福井県福井市中央２丁目６番８号 

（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。） 

【電話番号】 ― 

【事務連絡者氏名】 ― 

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区津久戸町２番１号 東京本社 

【電話番号】 03(3235)8281（管理本部財務部） 

【事務連絡者氏名】 管理本部 財務部長 池内 浩 

【縦覧に供する場所】 株式会社熊谷組 東京本社 

 （東京都新宿区津久戸町２番１号） 

 株式会社熊谷組 名古屋支店 

 （名古屋市中区栄４丁目３番26号） 

 株式会社熊谷組 関西支店 

 （大阪市西区靱本町１丁目11番７号） 

 株式会社東京証券取引所 

 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 
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１ 【提出理由】 

2026 年６月 26 日開催の当社第 89 期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24 条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

 

２ 【報告内容】 

 (1) 当該株主総会が開催された年月日 

   2026年６月26日 

  

(2) 当該決議事項の内容 

第１号議案  剰余金の配当の件 

         期末配当に関する事項 

         当社普通株式１株につき金27円 

第２号議案  取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件 

         監査等委員である取締役を除く取締役として、上田真、谷口弘恭、小野哲男、伊藤泰治、佐藤建、奈良正哉、

猪野薫、渡辺えりさの８氏を選任する。 

第３号議案  監査等委員である取締役２名選任の件 

監査等委員である取締役として、島田和則、俵洋志の両氏を選任する。 

第４号議案  補欠の監査等委員である取締役２名選任の件 

         補欠の監査等委員である取締役として、川野輪政浩、山田章雄の両氏を選任する。 

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該 

決議の結果 

株主総会 

決議事項 

賛成 

（個） 

反対 

（個） 

棄権 

（個） 

賛成率 

（％） 
可決要件 決議結果 

第１号議案 1,254,285 120,821 5,048 90.82 (注)１ 可決 

第２号議案     (注)２  

 上田  真 1,106,333 268,777 5,150 80.10  可決 

谷口 弘恭 1,368,807 6,401 5,053 99.11  可決 

小野 哲男 1,368,718 6,490 5,053 99.10  可決 

伊藤 泰治 1,368,818 6,390 5,053 99.11  可決 

佐藤  建 1,367,765 7,443 5,053 99.03  可決 

奈良 正哉 1,371,685 3,525 5,053 99.32  可決 

猪野  薫 1,373,005 2,206 5,053 99.41  可決 

渡辺えりさ 1,377,515 2,281 468 99.74  可決 

第３号議案     (注)２  

 島田 和則 1,361,248 13,899 5,054 98.57  可決 

 俵  洋志 1,373,162 1,988 5,054 99.43  可決 

第４号議案     (注)２  

川野輪政浩 1,363,294 11,929 5,059 98.71  可決 

 山田 章雄 1,373,391 1,834 5,059 99.44  可決 

  (注) １ 第１号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。 

     ２ 第２号議案、第３号議案及び第４号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 
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 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 

   議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使並びに当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄

権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、上記賛成、反対及び棄権の

各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。 

                                                                                    以 上 


